
第１号様式                主要事業の進行状況報告書      平成 26 年９月 30 日 

19 都市整備局 東京都景観計画 

事
業
概
要 

景観法の施行及び東京都景観審議会の答申（平成 18 年 1 月）を踏まえ、これま

での都の景観施策を更に一歩進め、平成 19 年 4 月 1日から「東京都景観計画」を

施行している。 

本計画は、景観法を活用した届出制度や景観重要公共施設の指定などに加え、

都独自の取組として、大規模建築物等の事前協議制度など、良好な景観形成を図

るための具体的な施策を示したものである。 

 本計画に基づき、美しく風格のある東京の再生に向けて、良好な景観形成の取

組を進めていく。 

こ
れ
ま
で
の
経
過 

平成 16 年６月  景観法施行 

平成 17 年１月  知事が東京都景観審議会に「東京における今後の景観施策のあ

り方について」を諮問 

平成 18 年１月  東京都景観審議会が「東京における今後の景観施策のあり方に

ついて」を答申 

平成 18 年 10 月  東京都景観条例を改正（平成 19 年４月１日施行） 

平成 19 年３月  東京都景観条例施行規則を改正、東京都景観計画を策定（とも

に平成 19 年４月１日施行） 

平成 20 年３月  東京都景観計画の変更、東京都景観条例施行規則を一部改正 

平成 20 年６月  東京都景観計画の変更 

平成 21 年３月  東京都景観計画の変更、東京都景観条例施行規則を一部改正 

平成 23 年３月  東京都景観計画の変更 

現
在
の
進
行
状
況 

平成 20 年４月１日景観計画改定 主な変更内容 

・文化財庭園等 景観形成特別地区の追加指定 

小石川後楽園、六義園、旧岩崎邸庭園、旧古河庭園 

・景観重要公共施設の追加指定 

皇居外苑、新宿御苑、甲州街道（高尾地区）、国営昭和記念公園、井の頭恩賜

公園、小石川後楽園、旧岩崎邸庭園 

・東京駅丸の内駅舎復元に合わせた眺望保全 

平成 20 年 7 月 1日景観計画改定 主な変更内容 

・小笠原（父島二見港周辺）景観形成特別地区の指定 

平成 21 年４月 1日景観計画改定 主な変更内容 

・皇居周辺の風格ある景観誘導 

平成 23 年４月１日景観計画改定 主な変更内容 

 ・地域の個性を生かした景観誘導 

今
後
の
見
通
し

今後も、新たな景観施策の展開等、必要に応じて景観計画を見直していく。 

問い合わせ先 都市整備局 都市づくり政策部 緑地景観課 電話 03-5388-3265 

 


